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株 主 各 位 
 

東京都港区虎ノ門四丁目１番28号
   

株 式 会 社 シ グ マ ク シ ス
  

代表取締役会長兼CEO 倉 重 英 樹

 

第10期定時株主総会決議ご通知 
  

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、本日開催の当社第10期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されました

のでご通知申し上げます。 

敬 具 
 

 記  
 

  
 

報告事項   １．第10期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）事業報告、連結計

算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 

２．第10期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）計算書類報告の件 

上記の内容を報告いたしました。 

 

決議事項   

 第１号議案 定款一部変更の件 

原案どおり承認可決されました。定款変更の内容は後述のとおりであります。 

 

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件 

原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く)に倉重英

樹、富村隆一、清水照雄、田端信也、柴田憲一、中原広の各氏が再選され重任

し、新たに鍋島英幸、網谷充弘、疋田秀三、山本麻記子の各氏が選任され就任い

たしました。 

 なお、中原広、網谷充弘、疋田秀三、山本麻記子の各氏は、社外取締役であり

ます。 

 

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 

原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に角南文夫、畑伸郎、大久

保丈二の各氏が再選され重任いたしました。 

なお角南文夫、畑伸郎、大久保丈二の各氏は、社外取締役であります。 

 

第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 

原案どおり承認可決され、小見山満氏は、補欠の監査等委員である取締役とし

て選任されました。 

  



第５号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の報酬等の額設定の件 

原案どおり承認可決され、当社の取締役（業務執行取締役に限ります。）に対

する業績連動型株式報酬制度にかかる追加取得資金の上限を、金２億円に延長し

た信託期間の年数を乗じた額、と決定いたしました。 

 

以 上 

 

定款変更内容 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

変 更 前 定 款 変 更 後 定 款 

第２条(目的) 

当会社は、次の業務を営むことをその目的とす

る。 

(1) （条文省略） 

（新 設） 

 

(2) 有価証券の保有、運用、管理及び売買その

他の投資事業 

(3) 前二号に付帯関連する一切の業務 

（新 設） 

（新 設） 

第２条(目的) 

当会社は、次の業務を営むことをその目的とす

る。 

(1) （現行どおり） 

(2) 電子計算機端末による電子データ伝送交換

事業 

(3) 有価証券の保有、運用、管理及び売買その

他の投資事業 

(削 除) 

(4) 労働者派遣事業 

(5) 前各号に付帯関連する一切の業務 

第 18 条(取締役の員数) 

1.当会社の取締役（監査等委員である取締役を

除く。）は、９名以内とする。 

2.（条文省略） 

第 18 条(取締役の員数) 

1.当会社の取締役（監査等委員である取締役を

除く。）は、10 名以内とする。 

2.（現行どおり） 

第 20 条(取締役の任期) 

1.～3.（条文省略） 

（新 設） 

第 20 条(取締役の任期) 

1.～3.（現行どおり） 

4.会社法第 329 条第 3 項に基づき選任された補

欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力

を有する期間は、当該決議後２年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会開始の時までとする。 

 

以 上 


